
20.  4.  15

《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 等相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半
から電話で 
生活文化課
�４７０・７７７７

（代）

４月２４日（木）
弁護士いずれも水曜日

午前１０時から

７日・１４日
法 律 相 談

５月１５日（木）２１日・２８日

４月２５日（金）司法書士７日（水）午後１時から登 記 相 談

４月２５日（金）土地家屋調査士７日（水）午後１時から表 示 登 記 相 談

５月９日（金）税理士１４日（水）午後１時から税 務 相 談

５月１３日（火）人権擁護委員２１日（水）午後１時から人権身の上相談

５月１６日（金）宅地建物取引主任者２１日（水）午後１時から不 動 産 相 談

５月２２日（木）弁護士２８日（水）午後１時から交 通 事 故 相 談

５月８日（木）行政書士１４日（水）午前１０時から
相続・遺言・成年
後見等手続相談

５月２３日（金）社会保険労務士２８日（水）午前１０時から年金・労災・雇用保
険・ 人事管理等相談

東久留米市 
商工会館

前日までに東久留米市商工
会�４７１・７５７７

市商工会
経営指導員

平日の
午前１０時～午後４時経 営 相 談

男女平等
推進

センター

午前９時から
電話で男女
平等推進セ
ンター
�４７２・００６１

４月２１日（月）女性
カウンセラー

いずれも月曜
日午後１時半
～４時半

１２日女性の悩みごと
相 談 ５月１日（木）１９日・２６日

４月１８日（金）女性弁護士２日（金）午前９時半～
午後零時半

女性弁護士による
法 律 相 談

中央相談室�４７３・３６６７
（成美教育文化会館内教育センター）

教育相談員
午前１０時～
午後５時　
※電話相談も可

火曜～土曜日
教 育 相 談 室

滝山相談室�４７５・８９０９
（西中学校隣）月曜～金曜日

子育て支援課�４７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談
　※東京都でも、交通事故相談�０３・５３２０・７７３３やヤミ金被害者相談�０３・５３２０・
４７２７を行っています。予約制でなく当日受け付けのため、詳しくはお問い合わせを。

� �������������������������������������������������������������

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階相談室
知的障害者相談員 １４日（水）午前１０時～正午知的障害者相談

身体障害者相談員 ９日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員

２４時間随時�４７７・２７１１
心身障害者（児）
相 談

市役所６階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時

職 業 相 談

市役所１階 
屋内ひろば

市住宅増改築等
斡旋事業登録団体協議会

８日（木）
午前１０時～午後４時

住宅増改築相談

生活文化課
（市役所２階）

消費生活相談員
平日の午前１０時～午後４時
※電話相談も可�４７３・４５０５

消 費 者 相 談

東久留米市社会
福祉協議会

市民ボランティア
相談員

月曜・水曜・金曜日の
午前１０時～午後４時
�４７４・４２９４

電話なんでも相談
（東久留米市社
会福祉協議会）

《訪問します》

ご自宅助産師・保健師
訪問希望の方は健康課保健
サービス係�４７７・００２２

妊 婦 訪 問

赤ちゃん訪問

◆行政相談…５月１４日（水）午後１時～４時、市役所２階相談室。小山正勝氏（小山、�４７１･３９５５）▽篠宮松美氏（南町、�４６５・１８３９）▽岡部佳子氏（幸町、�４７４・０３７９）

③地方債の現在高（年度別下水道事業地方債残高）　 　　（単位：千円）

２３年度２２年度２１年度２０年度１９年度

１４，９００，４３７１６，１８０，３８４１７，４４３，９１７１８，６６０，６１２１９，８１３，５３１元金

３，７６７，７２８４，４３９，７７１５，１７５，０９１５，９７１，５８７６，８１８，７５９利子

１８，６６８，１６５２０，６２０，１５５２２，６１９，００８２４，６３２，１９９２６，６３２，２９０年度別合計

※新規地方債借入は含まれていません。１８年度借入地方債まで含んでいます。

④経営健全化計画実施による改善額（年度別の効果額）　 　　　（単位：千円）

合計２３年度２２年度２１年度２０年度１９年度

１，１１２，９３８２７５，３３０２３７，００５１９８，６３０１９８，６３０２０３，３４３
使用料
効果額

△１０３，９６５△１６，５１６△１６，４５５△１５，５５７△３２，００８△２３，４２９
管理運営
費効果額

１，００８，９７３２５８，８１４２２０，５５０１８３，０７３１６６，６２２１７９，９１４
年度別 
合計

※管理運営費は、維持管理費の増加があり、効果額が出ていないためマイナス表記になっていま

す。

西
第
７
自
転
車
駐
車
場
の
閉
鎖
・

（
仮
称
）市
営
東
第
９
一
時
利
用

自
転
車
駐
車
場
の
開
設
に
つ
い
て

①計画期間
　１９年度～２３年度（５年間）

下

水

道

事

業 

経
営
健
全
化
計
画 

に

つ

い

て

　

こ
の
度
、
国
（
総
務
省
）
の
地

方
自
治
体
・
公
営
企
業
に
対
す
る

公
債
費
負
担
対
策
と
し
て
、
補
償

金
（
償
還
ま
で
の
利
子
相
当
額
）

を
免
除
し
て
の
繰
り
上
げ
償
還
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
下

水
道
会
計
の
経
営
健
全
化
計
画
を

策
定
し
、
取
り
組
ん
で
発
生
し
た

効
果
額
の
合
計
に
応
じ
て
、
そ
の

補
償
金
相
当
分
の
繰
り
上
げ
償
還

が
可
能
と
な
る
制
度
で
す
。
繰
り

上
げ
償
還
は
一
度
に
行
わ
れ
る
の

で
は
な
く
、　

年
度
〜　

年
度
の

１９

２２

３
年
間
を
か
け
て
実
施
さ
れ
る
予

定
で
す
。
市
で
は
こ
の
制
度
を
活

用
し
て
、
公
営
企
業
経
営
健
全
化

計
画
を
策
定
し
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

計
画
期
間
は
、
通
常
、　

年
度

１８

を
基
準
と
し　

年
度
〜　

年
度
の

１９

２３

５
年
間
の
効
果
額
が
対
象
と
な
り

ま
す
。
し
か

し
、
市
の
場

合
は
計
画
前

５
年
間
に
２

回
の
使
用
料

改
定
を
行
っ

て
い
ま
し
た
の
で
、
過
去
の
実
績

も
認
め
る
よ
う
国
に
対
し
て
交
渉

を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
今
後
と
も
定
期
的

な
使
用
料
見
直
し
（　

年
度
）
を

２２

計
画
予
定
に
織
り
込
む
と
い
う
こ

と
で
、
過
去
分
実
績
も
特
例
と
し

て
認
め
ら
れ
、
条
件
を
満
た
す
効

果
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り　

年
度
は
利
率
７

１９

㌫ 
以
上
で
申
請
し
た
財
政
融
資
資

金
５
億
９
８
１
５
万
３
３
３
８
円
、

公
営
企
業
金
融
公
庫
３
億
７
０
１

７
万
２
４
７
９
円
の
合
計
９
億
６

８
３
２
万
５
８
１
７
円
の
繰
り
上

げ
償
還
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
過
去
分
の
算
出
方
法
は
、

本
来
の
基
準
年
で
あ
る　

年
度
か

１８

ら
、
５
年
前
の　

年
度
の
使
用
料

１３

東久留米市下水道事業における「公的資金補償
金免除繰上償還制度」の活用を図るため

　

３
月　

日
（
月
）
に
西
第
７
自

３１

転
車
等
駐
車
場
が
閉
鎖
し
、
一
時

利
用
の
駐
車
台
数
が
大
幅
に
減
少

し
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
ご
迷
惑

を
お
掛
け
し
て
い
ま
す
。

　

駅
周
辺
、
特
に
西
側
に
は
空
い

て
い
る
土
地
が
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

市
と
し
て
も
一
時
利
用
自
転
車
駐

車
場
と
し
て
利
用
で
き
る
土
地
を

探
し
、
土
地
所
有
者
の
方
に
自
転

車
駐
車
場
の
必
要
性
等
を
説
明
し
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
求
め
て
き
た

結
果
、
西
第
９
一
時
自
転
車
駐
車

場
の
東
側
（
線
路
反
対
側
、
第
一

製
粉
隣
）
に
新
し
く
開
設
で
き
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

使
用
開
始
時
期
は
、
７
月
を
め

ど
に
工
事
を
進
め
て
い

ま
す
。
西
第
９
一
時
利

用
の
駐
車
台
数
が
少
な

い
た
め
、
工
事
期
間
は

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
民
間
の
一
時
利

用
駐
車
場
、
徒
歩
や
バ

ス
等
を
ご
利
用
く
だ
さ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
い
利
用
方
法
は
、

広
報
６
月　

日
号
で
お

１５

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
施
設
管
理

課�
４
７
０
・
７
７
６

４
へ
。

②財政運営の課題と取り組み

取り組み課題

２２年度に使用料の見直しを予定
下水道使用料水準の

適正化

既存の下水道施設の改築更新事

業について、予防保全型の維持管

理体制に移行し施設の延命化を

前提とした改築・更新事業を実施

する

建設事業から維持管

理事業への移行

耐用年数経過によって維持管理

費用は増加するが、事務内容を分

析し、そのアウトソーシングの推

進化により人員削減を行う

維持経費の縮減

を
基
準
と
し
、　

〜　

年
度
の
使

１９

２３

用
料
と
比
較
し
て
算
出
し
た
効
果

額
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

過
去
２
回
分
の
使
用
料
改
定
分
が

効
果
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

※
繰
り
上
げ
償
還
額
は
経
営
健

全
化
計
画
の
実
行
状
況
の
検
証
に

よ
っ
て
、
償
還
額
の
変
更
・
取
り

消
し
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
下
水
道
担
当
下
水
道

計
画
係�
４
７
０
・
７
７
５
８
へ
。

下水道事業

経営健全化計画概要

下下水水道道事事業業
経経営営健健全全化化計計画画をを
策策定定ししままししたた

（一時利用専用）（一時利用専用）

東9東9

（定期利用専用）（定期利用専用）

N

一時利用専
用。７月か
ら開設予定

一時利用専
用。７月か
ら開設予定

市
営
自
転
車
等
駐
車
場
と
放
置
禁
止
区
域

は
自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域
で
す


